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〇〇〇〇管理組合 御中 

この度は長期修繕計画無料簡易チェックをご利用いただき誠にありがとうございます。 

簡易チェックの結果を以下にご報告申しあげます。 

【建物概要】 

建物名称：〇〇〇〇 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上 7 階・地下１階建 

総 戸 数：150 戸 

竣工年月：２０１０年 3 月（築１３年） 

売  主：株式会社〇〇  

施  工：〇〇建設株式会社 

管理会社：株式会社〇〇〇〇 

１）計画期間： 

管理会社様が作成された長期修繕計画は２０１０年１期の時点から３０年(期)間（３０年間）

の計画となっております。 

 今後の修繕計画の検討に際し長期的視野に立ち修繕費用の総額と修繕積立金の平準化の検証

を行なうためには、４～５回目の大規模修繕工事を含む竣工後６０年程度の時期までに必要な

修繕工事と費用について計画をたてることが望まれます。現に本長期修繕計画内項目で玄関

扉・サッシ交換工事が有り修繕計画は４８年（期）となっており長期修繕計画年が計画の範囲

外の為に修繕積立金額が提示されておりません。 

２）工事費データ： 

 昨今、国内のみならず世界情勢の様々な要因（コロナ・戦争に伴う輸入禁止・異常気象・半

導体の不足・資源枯渇等）から資材・製品が広範囲で値上がりしており今後長期的に値上がり

の状況が続くものと考える中で、設定金額の見直しが必要かと思われます。現在、貴管理組合

は大規模修繕工事を行っており、施工業者との接点もございますので実勢の情報収集も参考と

してヒアリングされることも有意義かと思います。 

３）工事項目： 

 一般的に長期修繕計画では、修繕費用の支出が修繕積立金会計からであることが前提となっ

ている修繕工事だけが計画項目に含まれ、一般会計から支出される予定の日常的修繕費用は含

まないことが多いですが、貴組合の長期修繕計画表においては、一例として、非常用照明の蓄

電池交換、エキスパンションジョイント金物交換、メーターボックス扉交換、トランクルーム

扉交換、その他鉄扉交換等がどちらに含まれているか不明ですので、明確にされることをお勧

めします。 



４）工事費用： 

  長期修繕計画表で第１２期の大規模修繕工事の費用は、税別総額で 150000 千円ときり良く、

戸当り平均の工事費は１００万円となっています。しかし、下地補修工事が別途清算項目とな

っておりますので戸当たり平均金額は増額となります。概ね本工事にて足場を掛けて行う工事

は実施されているようですので、長期修繕計画表の防水工事項目の５年後の防水保護塗装の実

施が保証年限の条件となっているのか確認が必要かと思います。 

５）修繕周期： 

 足場を掛ける必要のある大規模修繕工事を１２年毎（貴管理組合では第１回目を１３期に実

施その後の周期１２年の計画）に行なう、業界の標準的な周期での計画となっています。しか

し近時では、大手管理会社他において１５年～１８年周期による大規模修繕工事を行なう管理

会社も現われており、これらは大規模修繕工事の仕様を工夫することで実現が可能となりま

す。大規模修繕工事の周期を１２年から１５年以上に設定しなおしたとすれば、６０年間で大

規模修繕工事が５回から４回に減ることとなり、１回の工事の質を上げたとしても、１回分減

ることにより確実に修繕積立金の改善（検討により減額）に効果を及ぼすものと考えられま

す。 

６）修繕積立金： 

 ご提示いただきました管理会社様作成「資金計画案」では、修繕積立金を【段階積立方式】

として改定(増額)案（今まで４回増額実施）が示されていますが、この案では、第 41 期まで

に 2 回の段階的な修繕積立金改定(増額)を行なうとされています。しかしこれでは、居住者様

が高齢化していく中で積立金額が徐々に増加することによる、管理組合員様の将来的な負担増

が懸念されます。 

７）アドバイス： 

長期修繕計画は、将来の修繕積立金を検討する場合の重要な根拠となるものです。ご提示いた

だきました長期修繕計画は、上記 1）～５）で示した修繕計画期間や修繕周期等の点で見直さ

なければならないことがあり、このままでは適正な修繕積立金の検討を実施することができな

いものと考えられます。 

また、長期修繕計画の内容に不十分な点があるままとしたら、管理組合の皆さまに積立金の

改定をご提案される理事会の方々にとって十分な説明責任を果たせないこととなるのではない

かと考えます。そこで、上記の点を考慮した適切な修繕計画に基づく修繕積立金計画をたてら

れることをお考えいただきたいと存じます。 

以上、ご報告を申しあげます。 

２０２３年３月１日 

株式会社さくら事務所 




